
平成２７年９月３０日 

 

勢田川等に係留されている船舶の所有者様へ 

勢田川等水面利用対策協議会よりお知らせとお願い（重要）
 

現在、勢田川、五十鈴川及び大湊川と重複する宇治山田港（以下「対象区域」）には河川

法・港湾法の占用許可を受けないまま係留されている船舶（以下「不法係留船」）が多数存

在し、津波や高潮により護岸等施設を乗り越えた場合の近隣への被害や油漏れによる水質

事故、河川・港湾施設等の損傷等が懸念されています。 

 このような現状を改善するため、地域住民の代表や漁業関係者、行政が中心となり「勢

田川等水面利用対策協議会」（以下「協議会」）を平成 21 年に設立し、様々な対策を協議し

てきました。平成 27 年 2 月に開催された第 8 回協議会では、今後 5 年で不法係留船をゼ

ロにするという目標を掲げました。係留場所の確保増と係留対象船の減の二つの対策を進

め、平成 31 年度中を目途に”不法係留船ゼロ”を目指していきます。 

今回、その協議会の方針をまとめたチラシを同封いたしました。大変に重要な内容とな

っておりますので是非ご熟読くださいますようよろしくお願いいたします。また、参考と

して民間マリーナのご案内と廃船手続きのご案内を同封いたしましたので、合わせてご覧

くださいますようお願いいたします。 

 なお、勢田川等の対象区域に係留されている船舶の実態把握を目的とした所有者様への

アンケート調査を実施させていただきます。より正確な係留船舶の実態を把握することで

係留場所の確保にもつなげていきたいと思いますので、是非ともご協力いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 ご多忙かと存じますが、別紙のアンケート用紙に必要事項をご記入の上、平成２７年 

１０月３１日（土）までに同封の返信用封筒にてご返送下さい。なお、係留を希望される

方は必ず返送して下さい。アンケートに記載されました個人情報につきましては厳正に管

理し、本目的以外には使用いたしません。 

  

♢ 協議会の活動内容については、三重河川国道事務所のホームページでご覧いただけます。 

http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/  または「三重河川国道事務所」で検索 

 

勢田川等水面利用対策協議会 

国土交通省三重河川国道事務所 

三重県、伊勢市 

伊勢警察署、鳥羽海上保安部 

 

＊ご不明な点やご質問等は下記へご連絡下さい。 

国土交通省三重河川国道事務所 河川占用調整課 

０５９－２２９－２２１８ 



１ 不法係留船とは？
対象区域では、河川法・港湾法の占⽤許可を受けた施設以外に係留している船舶は
すべて不法係留となります。

２ 今後係留が認められる「４条件」とは？
①漁船登録の検認を受けている、⼜は、船舶検査証書の有効期間内である。
②漁船法、⼩型船舶の登録等に関する法律などに違反していない。

（船舶への登録番号の表⽰など）
③所属漁協、⼜は、船籍港が伊勢市内となっている。
④平成２３年４⽉１⽇以降、新たに係留が確認された船舶ではない。

３ 「４条件」を満たしている船舶について
河川法・港湾法の占⽤許可を受けた施設での係留が原則認められる計画としてい
ます。係留する場合は有料となります。
係留を希望される⽅は、必ず別添のアンケートの提出をお願いします。
なお、現在、⼀部の係留施設について管理者を公募しており、今後、他の係留施設
となり得る施設についても、順次管理者を公募していく予定です。 ※裏⾯参照

４ 「４条件」を満たしていない船舶について
順次撤去して頂きますようお願いします。
４条件を満たした上で、係留を希望される⽅は、必ず別添のアンケートの提出を
お願いします。

現在、勢⽥川、五⼗鈴川及び⼤湊川と重複する宇治⼭⽥港（以下「対象区域」）には河
川法・港湾法の占⽤許可を受けないまま係留されている船舶（以下「不法係留船」）が多
数存在し、津波や⾼潮により護岸等施設を乗り越えた場合の近隣への被害や油漏れによる
⽔質事故、河川・港湾施設等の損傷等が懸念されています。

このような現状を改善するため、地域住⺠の代表や漁業関係者、⾏政が中⼼となり「勢
⽥川等⽔⾯利⽤対策協議会」（以下「協議会」）を設⽴し、様々な対策を協議してきまし
た。

今年２⽉の協議会では、今後５年（平成３２年３⽉まで）で”不法係留船ゼロ”を⽬標と
することを決定し、船舶係留施設等の管理を⾏う団体等を管理者として公募することとし、
下記の「４条件」を全て満たす船舶については係留場所を確保した上で係留が原則認めら
れる計画としていますが、 それ以外の船舶については順次撤去して頂く⽅針です。

『５年で解決』”不法係留船ゼロ”
を目標とします

勢⽥川等⽔⾯利⽤対策協議会は 平成２７年９⽉３０⽇

◇参考◇
「⼩型船舶の登録等に関する法律」に基づ
き登録された⼩型船舶には、登録番号の表
⽰が義務付けられています。

三重

※「4条件」を満たしていない船舶所有者の⽅、係留を希望されない⽅もアンケートの協⼒をお願いします。



係留が認められる施設

係留施設の管理者公募

（変更が⽣じる場合もあります。）

 過去5年間にプレジャーボート等⼩型船舶の保管業務について実績を有すること。
 施設・設備の保守・点検及び清掃等の環境整備を適切に実施できる者。
 台⾵及び⾼潮等の災害時や油漏れなどの⽔質事故時において、関係機関への連絡を

する等適切に対応できる者。
 利⽤者に対し、係留⽅法・場所、他の⽔⾯利⽤者の⾃由使⽤の妨げ、油漏れによる

⽔質事故、騒⾳の発⽣、清掃等の清潔保持等について適切に指導できる者。

今後、上記係留施設のうち 〜 は所定の条件を満たした管理者を公募して、協議
会で⽔⾯の利⽤の向上及び適正化に資すると認められた船舶係留施設等の整備を⾏う者
に河川法・港湾法に基づく占⽤を許可した上、係留対象船舶を管理して頂く予定です。

管理者を公募する際の募集条件（抜粋）

◆お問い合わせ◆
「勢⽥川等⽔⾯利⽤対策協議会」事務局

国⼟交通省三重河川国道事務所 河川占⽤調整課 ℡ 059(229)2218
三重県伊勢建設事務所 総務・管理室 管理課 ℡ 0596(27)5202

廃FRP船の処理の相談は下記まで （※別添のチラシ参照）
FRP船リサイクルセンター（⼀般社団法⼈ ⽇本マリン事業協会 内）
電話：03-5542-1202（専⽤）
ホームページ：http://www.marine-jbia.or.jp/
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今後管理者を公募する係留施設

河川法・港湾法の占用許可を受けている施設

1 ゴーリキマリンヴィレッジ

2 マリーナ伊勢

3 今⼀⾊漁港区

4 神社港（海の駅）

5 秀英⼯業

6 9

6 ⼤湊川（五⼗鈴川合流点）

7 ⼀⾊町物揚場施設

8 ⼀⾊町地先船溜まり

9 勢⽥川防潮⽔⾨下流（左岸）
現在管理者を公募中

今後管理者を公募予定

今後管理者を公募予定

今後管理者を公募予定

係留が認められる施設は以下のとおりです。
対象区域では、これ以外の場所に係留する
ことはできません。

※ 〜 は、管理者が決定し河川法・港湾法の
許可を受けるまでは、係留が認められる施設とは
なりません。

6 9

※



１ 不法係留船とは？
対象区域では、河川法・港湾法の占⽤許可を受けた施設以外に係留している船舶は
すべて不法係留となります。

２ 今後係留が認められる「４条件」とは？
①漁船登録の検認を受けている、⼜は、船舶検査証書の有効期間内である。
②漁船法、⼩型船舶の登録等に関する法律などに違反していない。

（船舶への登録番号の表⽰など）
③所属漁協、⼜は、船籍港が伊勢市内となっている。
④平成２３年４⽉１⽇以降、新たに係留が確認された船舶ではない。

３ 「４条件」を満たしている船舶について
河川法・港湾法の占⽤許可を受けた施設での係留が原則認められる計画としてい
ます。係留する場合は有料となります。
係留を希望される⽅は、必ず別添のアンケートの提出をお願いします。
なお、現在、⼀部の係留施設について管理者を公募しており、今後、他の係留施設
となり得る施設についても、順次管理者を公募していく予定です。 ※裏⾯参照

４ 「４条件」を満たしていない船舶について
貴⽅が係留している場所は、船舶等の重点的撤去区域に設定されており、船舶等
を係留することは、河川法に違反します。 速やかに撤去して頂きますようお願い
します。
不法係留が続く場合は５年以内（平成32年３⽉まで）に強制⼿続きを⾏います。
４条件を満たした上で、係留を希望される⽅は、必ず別添のアンケートの提出を
お願いします。

現在、勢⽥川、五⼗鈴川及び⼤湊川と重複する宇治⼭⽥港（以下「対象区域」）には河
川法・港湾法の占⽤許可を受けないまま係留されている船舶（以下「不法係留船」）が多
数存在し、津波や⾼潮により護岸等施設を乗り越えた場合の近隣への被害や油漏れによる
⽔質事故、河川・港湾施設等の損傷等が懸念されています。

このような現状を改善するため、地域住⺠の代表や漁業関係者、⾏政が中⼼となり「勢
⽥川等⽔⾯利⽤対策協議会」（以下「協議会」）を設⽴し、様々な対策を協議してきまし
た。

今年２⽉の協議会では、今後５年（平成３２年３⽉まで）で”不法係留船ゼロ”を⽬標と
することを決定し、船舶係留施設等の管理を⾏う団体等を管理者として公募することとし、
下記の「４条件」を全て満たす船舶については係留場所を確保した上で係留が原則認めら
れる計画としていますが、それ以外の船舶については速やかに撤去して頂く⽅針です。

勢⽥川等⽔⾯利⽤対策協議会は

※「4条件」を満たしていない船舶所有者の⽅、係留を希望されない⽅もアンケートの協⼒をお願いします。

平成２７年９⽉３０⽇

◇参考◇
「⼩型船舶の登録等に関する法律」に基づ
き登録された⼩型船舶には、登録番号の表
⽰が義務付けられています。

三重

『５年で解決』”不法係留船ゼロ”
を目標とします 重点的撤去区域



係留が認められる施設

係留施設の管理者公募

（変更が⽣じる場合もあります。）

 過去5年間にプレジャーボート等⼩型船舶の保管業務について実績を有すること。
 施設・設備の保守・点検及び清掃等の環境整備を適切に実施できる者。
 台⾵及び⾼潮等の災害時や油漏れなどの⽔質事故時において、関係機関への連絡を

する等適切に対応できる者。
 利⽤者に対し、係留⽅法・場所、他の⽔⾯利⽤者の⾃由使⽤の妨げ、油漏れによる

⽔質事故、騒⾳の発⽣、清掃等の清潔保持等について適切に指導できる者。

今後、上記係留施設のうち 〜 は所定の条件を満たした管理者を公募して、協議
会で⽔⾯の利⽤の向上及び適正化に資すると認められた船舶係留施設等の整備を⾏う者
に河川法・港湾法に基づく占⽤を許可した上、係留対象船舶を管理して頂く予定です。

管理者を公募する際の募集条件（抜粋）

◆お問い合わせ◆
「勢⽥川等⽔⾯利⽤対策協議会」事務局

国⼟交通省三重河川国道事務所 河川占⽤調整課 ℡ 059(229)2218

廃FRP船の処理の相談は下記まで （※別添のチラシ参照）
FRP船リサイクルセンター（⼀般社団法⼈ ⽇本マリン事業協会 内）
電話：03-5542-1202（専⽤）
ホームページ：http://www.marine-jbia.or.jp/
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今後管理者を公募する係留施設

河川法・港湾法の占用許可を受けている施設

1 ゴーリキマリンヴィレッジ

2 マリーナ伊勢

3 今⼀⾊漁港区

4 神社港（海の駅）

5 秀英⼯業

6 9

6 ⼤湊川（五⼗鈴川合流点）

7 ⼀⾊町物揚場施設

8 ⼀⾊町地先船溜まり

9 勢⽥川防潮⽔⾨下流（左岸）
現在管理者を公募中

今後管理者を公募予定

今後管理者を公募予定

今後管理者を公募予定

係留が認められる施設は以下のとおりです。
対象区域では、これ以外の場所に係留する
ことはできません。

※

※ 〜 は、管理者が決定し河川法・港湾法の
許可を受けるまでは、係留が認められる施設とは
なりません。

6 9



勢田川等水面利用対策協議会アンケート用紙 
 

このアンケートは係留対象となっている船舶の実態調査です。（平成 27 年 6 月調査時点） 
各質問につきまして、該当事項に○を付けていただくか、必要事項の記入をお願い致します。 

 
注意：あなたの船舶は係留するための「４条件」を満たしていますので、河川法・港湾法の

占用許可を受けた施設での係留が原則認められる計画としていますが、アンケートの

返送が無い場合は係留対象として計画する船舶では無くなりますので、係留を希望さ

れる方は必ず返送して下さい。 
※「４条件」は別添「『５年で解決』”不法係留船ゼロ”を目標とします」を参照。 

 
問１ 下記の内容について記載してください。 
 

 所有者名： 
 所有者住所： 
 使用者名（※所有者と違う場合に記載して下さい）： 
 使用者住所（※所有者と違う場合に記載して下さい）： 
 船舶登録番号（小型船舶登録）： 
 船籍港： 

 
 
問２ 船舶の使用目的を教えてください。③④⑤に○を付けた方は、その内容もご記入ください。 

 
① 漁業 
② レジャー 
③ 公共・公益目的（内容：                    ） 
④ 漁業以外の生計目的（内容：                  ） 
⑤ その他（                           ） 

 
 
問３ 現在係留されている場所を教えてください。下記の地図に印をご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
                       ※地図にない場所に係留されている方は 

場所を教えてください。（住所や目印など） 
                        
 
                                            
 
 
問４ 船舶の係留開始時期はいつからですか。 
 

（     ）年（     ）月頃   （      ）年前から 
 

 裏面へ続きます 

係留対象用



問５ 船舶をどの程度の頻度で利用（運航）をされているか教えてください。 
 

① ほぼ毎日 
② 週１回程度 
③ 月１回程度 
④ 年数回程度 
⑤ 現在はほとんど利用していない 

 
問６ 船舶の取得方法について教えてください。 
 

① 売買にて取得 
② 贈与にて取得 
③ その他（                           ） 

 
問７ 今後、船舶をどうされるかご予定を教えてください。 
 

① 今後も現在係留している場所で引き続き所有する 
② 移動する（予定時期：                     ） 
③ 廃棄する（予定時期：                     ） 
④ 売却等、誰かに譲る 
⑤ その他（                           ） 

 
問８ 船舶を係留施設に保管することとなった場合、保管料（年額）はいくらまで出せますか。 
    

① １万円未満 
② １万円 ～ ３万円未満 
③ ３万円 ～ １０万円未満 
④ １０万円 ～ ３０万円未満 
⑤ ３０万円以上  
⑥ 有料になるなら、処分（譲渡、廃船等）する 
⑦ その他（              ） 

 
 その他…お気付きの点などございましたら、自由にご記入ください。 
 
 
 
 
 連絡を取らせていただく場合がありますので、差し支えなければ電話番号を教えてください。 
 
   自 宅                        
   携帯電話                        
 
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 
お手数ですが、平成２７年１０月３１日(土)までに同封した返信用封筒にアンケート用紙を入れ、

ポストに投函してくださいますようお願い致します。 
お答えいただいたアンケートは係留船舶の実態を把握する貴重な資料として使用させていただき

ます。なお、このアンケートに記載された個人情報につきましては、係留船舶の実態調査以外には

使用致しません。 
 

整理番号   

 



勢田川等水面利用対策協議会アンケート用紙 
 

このアンケートは係留対象となっていない船舶の実態調査です。（平成 27 年 6 月調査時点） 
各質問につきまして、該当事項に○を付けていただくか、必要事項の記入をお願い致します。 

 
注意：あなたの船舶は係留するための「４条件」を満たしておりませんので、河川法・港

湾法の占用許可を受けた施設での係留が認められる計画としておりませんが、４条

件を満たした上で、係留を希望される方は、必ず返送して下さい。アンケートの返

送が無い場合は、引き続き係留対象として計画する船舶では無いと見なされます。

※「４条件」は別添「『５年で解決』”不法係留船ゼロ”を目標とします」を参照。 
 

問１ 下記の内容について記載してください。 
 

 所有者名： 
 所有者住所： 
 使用者名（※所有者と違う場合に記載して下さい）： 
 使用者住所（※所有者と違う場合に記載して下さい）： 
 船舶登録番号（小型船舶登録）： 
 船籍港： 

 
 
問２ 船舶の使用目的を教えてください。③④⑤に○を付けた方は、その内容もご記入ください。 

 
① 漁業 
② レジャー 
③ 公共・公益目的（内容：                    ） 
④ 漁業以外の生計目的（内容：                  ） 
⑤ その他（                           ） 

 
 
問３ 現在係留されている場所を教えてください。下記の地図に印をご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
                       ※地図にない場所に係留されている方は 

場所を教えてください。（住所や目印など） 
                        
 
                                            
 
問４ 船舶の係留開始時期はいつからですか。 
 

（     ）年（     ）月頃   （      ）年前から 
 
 

 裏面へ続きます 



問５ 船舶をどの程度の頻度で利用（運航）をされているか教えてください。 
① ほぼ毎日 
② 週１回程度 
③ 月１回程度 
④ 年数回程度 
⑤ 現在はほとんど利用していない 

 
問６ 船舶の取得方法について教えてください。 

① 売買にて取得 
② 贈与にて取得 
③ その他（                           ） 

 
問７ あなたの船舶は係留するための「４条件」を満たしておりませんので、河川法・港湾法の占

用許可を受けた施設での係留が認められる計画としておりません。今後、船舶をどうされる

かご予定を教えてください。 
① 「４条件」を満たした上で、今後も現在係留している場所で引き続き所有する 
② 「４条件」を満たさず、今後も現在係留している場所で引き続き所有する 
③ 「４条件」を満たした上で、移動する（予定時期：                 ） 
④ 「４条件」を満たさず、移動する（予定時期：                 ） 
⑤ 廃棄する（予定時期：                     ） 
⑥ 売却等、誰かに譲る 
⑦ その他（                           ） 

 
問８ 船舶を係留施設に保管することとなった場合、保管料（年額）はいくらまで出せますか。 

① １万円未満 
② １万円 ～ ３万円未満 
③ ３万円 ～ １０万円未満 
④ １０万円 ～ ３０万円未満 
⑤ ３０万円以上  
⑥ 有料になるなら、処分（譲渡、廃船等）する 
⑦ その他（              ） 

 
 その他…お気付きの点などございましたら、自由にご記入ください。 
 
 
 
 
 連絡を取らせていただく場合がありますので、差し支えなければ電話番号を教えてください。 
 
   自 宅                        
   携帯電話                        
 
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 
お手数ですが、平成２７年１０月３１日(土)までに同封した返信用封筒にアンケート用紙を入れ、

ポストに投函してくださいますようお願い致します。 
お答えいただいたアンケートは係留船舶の実態を把握する貴重な資料として使用させていただき

ます。なお、このアンケートに記載された個人情報につきましては、係留船舶の実態調査以外には

使用致しません。 
 

整理番号   

 



番号 施設名 所在地 電話番号
空き数

陸置 係留
1 伊勢湾マリーナ 四⽇市市霞2-1-1 059-364-0100 4〜5 2〜3
2 マリーナ河芸 津市河芸町東千⾥854-3 059-245-5001 15〜20 0
3 津ヨットハーバー 津市津興字港中道北370 059-226-0525 30 0
4 湊洋⼯業マリーナ 伊勢市有滝町2259-4 0596-37-4422 10 0
5 ゴーリキマリンビレッジ 伊勢市⼤湊町1125-10 0596-31-0300 0 30
6 マリーナ伊勢 伊勢市⼤湊町908 0596-36-0220 0 13
7 秀英⼯業 伊勢市⽥尻町527 0596-65-7015 0 12
8 IDKマリーン 伊勢市⼆⾒町荘1221 0596-42-1935 5 0
9 海⾹マリーナ ⿃⽻市浦村町147 0599-32-5045 10 0
10 ⿃⽻マリーナ ⿃⽻市千賀町釜ヶ⾕58 0599-33-6193 0 20
11 ⻑久マリン 志摩市⼤王町船越3291-2 0599-72-2493 0 1〜2
12 VOC志摩ヨットハーバー 度会郡南伊勢町船越3113 0599-66-0933 0 50
13 海遊⼈マリーナ 度会郡南伊勢町迫間1306-1 0599-64-3347 0 10

～参考資料～
民間マリーナ一覧

※国⼟交通省三重河川国道事務所調べ（平成27年7⽉2⽇時点）
詳しくは各施設へ直接問い合わせ下さい。

▽裏面地図参照



番号 施設名 所在地

1 伊勢湾マリーナ 四⽇市市霞

2 マリーナ河芸 津市河芸町東千⾥

3 津ヨットハーバー 津市津興字港中道北

4 湊洋⼯業マリーナ 伊勢市有滝町

5 ゴーリキマリンビレッジ 伊勢市⼤湊町

6 マリーナ伊勢 伊勢市⼤湊町

7 秀英⼯業 伊勢市⽥尻町

8 IDKマリーン 伊勢市⼆⾒町

9 海⾹マリーナ ⿃⽻市浦村町

10 ⿃⽻マリーナ ⿃⽻市千賀町

11 ⻑久マリン 志摩市⼤王町

12 VOC志摩ヨットハーバー 度会郡南伊勢町船越

13 海遊⼈マリーナ 度会郡南伊勢町迫間

▽民間マリーナ位置図

※詳しくは各施設へ直接問い合わせ下さい。










